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緊急事態宣言を乗り越えたのもつかの間、自粛疲れも影響したのか、7 月に入って再び新型コ

ロナウイルスの感染者が増えてきております。感染者には若者が多いということですが、連日

200 人を超える感染者人数を聞くと心配になります。 

先の第 1 波で東京都は、感染拡大防止協力金を中心とした財政出動で 9,000 億円あった貯金が

ほとんどなくなったという報道もありますし、国の持続化給付金も 6 月の時点で総額 1 兆円支給

したとの報道です。このような状況で休業要請と補償がワンセットの緊急事態宣言を出せるの

か、大きな疑問です。国民の健康が一番ですから、行政には知恵を出し合って対応して頂くこと

を期待します。 

私たちは引き続き、手洗いの徹底と外出時のマスク着用に努め、密閉空間、密集場所、密接場

面を避けて感染予防に努めていきましょう。 

 

コロナ関連の制度の続報です。 

●家賃支援給付金（7 月 14 日より申請受付） 

（対象）新型コロナウイルス感染症の影響で売上が急減している事業者（借主）。 

令和 2 年 5 月～12 月における売上の減少が次のいずれかに該当する事業者です。 

① １か月の売上が前年同月比で▲50％以上減少 

② 連続する３か月の売上が前年同期比で▲30％以上減少 

（金額）法人に最大月 100 万円、個人に最大月 50 万円、それぞれ６か月分支給 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で家賃の支払いが困難な借主を支援するために家賃

の減額に応じた貸主については、減額分については税務上、寄附金とはなりません。 

 

●コロナ関連の融資・借換の留意点 

金融庁や中小企業庁は、金融機関に対して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で資金繰

りに窮する事業者へ迅速かつ柔軟な対応を要請しています。 

金融機関の融資判断においては、融資した資金が事業に正しく使われ、確実に返済されるか

が重視されます。スムーズな融資のためには、経営者が事業の状況と資金使途を説明するとと

もに、月次決算に基づいた直近の試算表、資金繰り表、経営計画が重要なことに変わりはあり

ません。 

 

 

公認会計士 森 弘毅 
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社会保険労務士より  

 

 

 

前号の事務所通信（第６１号）でご紹介しました標記の助成金が、その後の感染状況や補正予

算措置の関係から、特例措置が更に拡充し、また申請方法もより簡略化されております。最新情

報が６月１２日に公表されましたので、その概要をご紹介いたします。 

 

①特例措置の対応期間は、４月１日から９月３０日までの休業が対象となります。 

②最近１か月の売上高、販売量等の生産指標が前年同月に比べ「５％以上の減少」がある場合に

この特例の対象になります。比較対象となるのは、判定基礎期間の初日が含まれる月の売上高

等と前年同月の売上高等です。 

③上記期間の休業については、計画届の提出は不要となりました。 

③助成金の上限額が引き上げられて、１人１日当たり１５，０００円が上限となりました。 

④休業手当に対する助成率が、中小企業の場合５分の４（解雇等を行っていない場合１０分の 

１０）まで拡充されました。 

 

以上が前回ご紹介した内容から変わったところですが、この特例は

４月１日に遡って適用されます。従って、既に支給申請が終わって振

込まれた助成金や労働局で現在審査中の助成金も対象となります。こ

れまでは、助成金の上限額が８，３３０円で、また、助成率も低かっ

たため、支給額が少なくなってしまった場合の扱いについても、次の

ように公表されています。 

①すでに支給決定がされた場合 

 追加支給の手続きは不要で、既に支給した額との差額（追加支給分）は労働局で計算し、７月

以降順次支払われる予定です。 

②支給申請済であるが支給決定されていない場合 

 追加支給の手続きは不要で、差額は労働局が計算し、差額（追加支給分）を含めて支給される

予定です。 

 

６月１２日の公表にともなって、各種申請書の様式も新しくなっておりますので、申請にはこ

の新しい様式をご使用ください。 

ご不明な点があれば、幣事務所までご連絡ください。 

 

 

 

社会保険労務士 白澤 貴夫  
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持続化給付金のお知らせ 

持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続

を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。 

1 給付額   ①中小法人等は 200万円、個人事業者は 100万円 

         ただし、昨年 1年間の売上から減少分を上限とします。 

 ②売上減少分の計算方法 

      前年の総売上（事業収入）-（前年同月比△50％月の売上×12ヶ月） 

2 給付対象の主な要件 

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減

少している事業者 

2. 2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思が

ある事業者 

3. 法人の場合は、 

   ①資本金の額又は出資の総額が 10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用

する従業員の数が 2,000人以下である事業者。 

※2019年に創業した方や売り上げが一定期間に偏在している方などには特例があります。 

※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。 

3 税務申告をした農業者も対象になります 

1. 2019年の確定申告（所得税）又は住民税の申告のいずれかを行っていれば、申請が可能

です。 

2. 昨年の事業収入を基に支払われますので、昨年の赤字申告の方も対象です。 

4 申請期間 

令和 2年 5月 1日から令和 3年 1月 15日まで 

5 給付額の計算例（個人事業者） 

2019 年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 … 12 月 

40 万円 40 万円 40 万円 40 万円 40 万円 40 万円  40 万円 

2020 年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 … 12 月 

40 万円 

（±0） 

36 万円 

（▲10％） 

20 万円 

（▲50％） 

10 万円 

（▲75％） 

28 万円

（▲30％） 
   

給付金の計算 （4月の収入 10万円（▲75％の月）を選択して計算） 

480万円 ― （10万円 × 12ヶ月） ＝ 360万円 

360万円 ＞ 100万円（上限額） 

給付額 100万円 

6 その他 

給付金の申請については、当事務所までお問い合わせください。 

森 富夫  

※対象とする月の収入は、2020 年 1 月～12 月のうち、前年

の平均月収比で事業収入が 50%以上減少した月から、ひと月

を申請者が任意で選択できます。 
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新型コロナウイルス感染症対応資金について 

制度の概要 

県制度融資に新資金を設け、民間金融機関で実質無利子・無担保・据置期間最大 5年融資を実

施している。併せて信用保証の保証料を半額又はゼロにしている。 

対象要件 

新型コロナウイルス感染症対策資金にて、セーフティネット保証 4号・5号、危機関連保証の

いずれかを活用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。 

 売上高▲5％ 売上高▲15％ 

小・中規模事業者 

（下記除く） 

保証料 1/2 

金利 1.1％以内 

（利子補給対象外） 

保証料ゼロ 

金利ゼロ 

個人事業主 

（事業性あるフリーランス含

む、小規模のみ） 

保証料ゼロ・金利ゼロ 

その他要件 

□ 融資限度額：3,000万円 

□ 補助期間：保証料は全期間、利子補給は 7年間 

□ 融資期間：10年以内（うち据置期間 5年以内） 

□ 担保：無担保 

□ 保証人：代表者は一定要件（①法人・個人分離、②資産超過）を満たせば不要（代表者以

外の連帯保証人は原則不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 富夫 

事
業
者 

金
融
機
関 

①融資相談・申込 

③認定申請 

④保証審査の依頼 

⑤融資 

②与信審査・書類準備 

市町村 

保証協会 

県 

利子補給 

 申請の流れはどうなりますか？ 
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勇者は旧姓入りの住民票は手に入れた！ 

いざ、交通安全センター（交通安全協会）へ！ 

 

といきたいところでしたが、1 月 2 月となんだかんだと仕事に追われているうちになかなか行

けずにおり、そうこうしているうちに 3 月からはコロナ禍のもと不要不急の外出自粛要請。やっ

とコロナが下火になった（と思われる）6 月末にようやく交通安全センターへ。 

当日は雨模様だったからなのか、自粛ムードが続いていたのかは分かりませんが、それほど混

んでおらず、20 人ほどの老若男女が免許証の更新手続きに訪れていました。椅子は感染防止のた

め一つおきにソーシャルディスタンスを保つように工夫されており窓は全開でした。 

窓口で免許証と住民票を提出し、椅子に座って数分待っていると名前を呼ばれました。 

もうできたのか、早いな、と思い窓口にそそくさと行くと、 

「こちらの用紙に住所とお名前と新しく書き入れたい旧姓を書いて、下の欄にいままでの住所と

お名前を書いてください。旧姓はこういうかっこ［  ］でくくってください。あちらに記入台

がありますのでそちらでお願いします」 

と細かく説明され用紙を渡されました。 

なんだ、これから申請書を書くのか…。 

間違えないように注意を払いながら住所・氏名、［  ］と旧姓を書いて窓口に提出しまし

た。 

待つこと約 10 分、再び名前を呼ばれました。 

できました！できました！旧姓入りの運転免許証が。 

とはいっても、表側の氏名の後に［米澤］と入るのではなく、裏面に「令和 02 年 06 月 25 日 

旧姓を使用した氏名：米澤智子」と印字されていました。 

HP で確認したところ、表側に旧姓を入れるためには免許証の再発

行となるので別途費用がかかるとのことでした。 

交通安全センターでの所要時間は 30 分弱。拍子抜けするくらい何

事もなく済みました。 

 

体験して分かったのは免許証に旧姓を入れること自体よりも、市役所で住民票に旧姓を入れる

ほうがよほど面倒だったということ。といっても戸籍謄本をわざわざ取るのかと私が職員にきー

きー噛みついたりしなければなんてことなかったんですけどね。 

 

 

司法書士 米澤 智子 

 

  

運 転 免 許 証 に 旧 姓 を 載 せ て み る③ 

～ 交通安全センター編 ～ 
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ヨガのすすめ 

 

ヨガには、ポーズと呼吸法を組み合わせることによって、心身ともにリラックスさせ、心と身

体の不調を整える効果があります。今回は、自宅でも簡単にできるヨガの呼吸法をご紹介しま

す。 

ヨガの代表的な呼吸法は、“鼻から吸って、鼻から吐く”腹式呼吸です。 

まず、リラックスできる姿勢をとりましょう。床に仰向けでも、椅子に座った姿勢、あぐらを

かいた姿勢でも大丈夫。頭の上から糸で引っ張られるように、背筋を伸ばしてみましょう。 

 

①両方の手のひらをお腹の上に乗せます。 

②鼻からゆっくり息を吐きだし、お腹が凹むのを感じます。 

③凹んだらゆっくり 5 秒数えます。 

④次に鼻から少しずつ息を吸い、お腹が膨らんでくるのを感じます。 

⑤吸う息と吐く息の長さを同じくらいにしましょう。 

これを繰り返します。 

 

ヨガは、ゆったりと呼吸をするだけでも OK です。仕事に追われて、気が付いたら呼吸が浅く

なったり、肩に力が入ってしまっている時、深い呼吸を繰り返して、リラックス効果を得ること

で、また仕事に集中でき、新しいアイデアが浮かぶことでしょう。 

 

 

渋谷 和美 

 

【杉本敦美 作品集より】 
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配偶者居住権と相続税 

配偶者居住権が節税になるって？ 

 

 

平成 30 年の民法改正(相続法改正)により新たに定められた「配偶者居住権」が本年（令和 2

年）４月 1 日から施行されました。 

今回は相続税との関係で考えてみたいと思います。 

「配偶者居住権」は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住し

ていた場合において、その居住していた建物（居住建物）の全部について終身

の期間、無償で使用及び収益をする権利です。これは通常は相続人の話し合い

つまり「遺産分割協議」で設定する事になります。建物を相続せずに『配偶者

居住権を設定する』ことでそのまま居住建物に住み続けることが出来るように

なったのです。もちろん建物を配偶者が相続してしまえば、「配偶者所有権」

の出番はありません。この権利については当初、居住配偶者がその建物の相続ができない場合に

のみ必要な権利だと思われていましたが、配偶者がその建物を相続できる場合であってもあえて

建物を他の相続人に相続させ、配偶者は「配偶者居住権」を取得する事が節税になると考えられ

る様になってきました。 

それは、次のような理論です。配偶者が建物やその敷地を相続した場合にその配偶者が亡くな

ったときに、それはまた配偶者の相続財産となります。ところが、「配偶者居住権」はその配偶

者が亡くなったときには「消滅」する事になっているため、相続財産には含まれません。通常最

初の相続の時（夫の死亡の時）には、配偶者は配偶者の税額軽減の特例制度のため相続税はかか

らない事が多いため、次にその配偶者が亡くなった時の相続税

の多寡により必ずしも配偶者居住権が有利とはいえない事もあ

りますが、配偶者に相続税の基礎控除以上の固有財産がある場

合は、概ね節税になります。（少なくとも相続登記が１回で済

むため登記料の節約にはなります。） 

配偶者にとっては建物を相続しなくても引き続き住む場所が

確保できて、その後の相続では相続財産にならないのですか

ら、必要が無くても配偶者居住権を設定するメリットはあると

言えます。 

ただし、配偶者居住権を設定するには条件がありますので、事前に確認しておく事もお勧めし

ます。 

注意事項は 

①居住建物を配偶者以外の人と共有にしていない事 

②遺言等で居住建物の取得者を指定しない事（配偶者居住権を遺言することは OK です。） 

の二点です。 

  

 

税理士 武井 秀樹 
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お客様コーナー 
 

今回は、群馬県藤岡市にあります屋内サバイバルゲーム場『アストレア』様（以下敬称略）を

ご紹介します。 

サバイバルゲームとは、敵味方に分かれた者同士がエアガンを使って、様々なルールの中で疑似戦

争ごっこを楽しむことです。 

ここ『アストレア』の最大の魅力は、サバイバル

ゲームの他、スポーツサバイバルゲーム、40ｍのロ

ング試射場、早撃ちのタイム計測、エアガンやグッ

ズを販売するショップとオールインワンのサバイバ

ルゲーム場という事です。 

気軽にフラっと立ち寄って遊んで行くということ

も可能です！ 

特別に、試射場でエアガンの試し撃ちをさせて頂

きましたが、撃った瞬間まるで本物の銃を撃ったか

のようにすごい衝撃が体にかかり、とても驚きまし

た！本物の銃は撃った事無いのですが…      

サバイバルゲームエリアはとても広く、車やドラム

缶、電車の模型などが配置されており、なんだか怪し

げな街並みが再現されているような感じでした。 

アストレアでは毎月様々なイベントが開催されてお

り、サバゲ―好きの方はもちろん、初心者の方や、お

ひとり様での参加も出来ますし、自慢のエアガンのコ

レクションの試射をしたい方などなど、総合的な楽し

み方が出来る施設です。 

ぜひ一度、ご家族、友達同士、職場の方たちとのレ

クリエーション等に利用してみてはいかがでしょう

か？ 

取材 大谷 佳夫里  

住 所：群馬県藤岡市篠塚 281-1 

電 話：0274-50-8688 

Ｈ Ｐ：http://www.asa-astrea.jp/ 

営業時間：平日   12：00～21：00 

土日祝日 10：00～21：00 

フリー利用 21時までにご来店くだされば 24時まで 

定 休 日：毎週木曜日 

貸 切：24時間受付（要予約） 
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連日テレビ画面で報道されるのはコロナ関連のニュース、まさしくコロナ禍は飲食店、観光

業、人材派遣業といった業種から始まり次第に建設業や製造業にほぼ全業種にまで及んできまし

た。 

新聞報道を見ても○○の老舗旅館が廃業したとか、店舗を閉鎖したとか、本当に経験したこと

のない勢いで経済は縮小してしまいました。何より、人々の気持ちが内向きになり伏し目がちな

生活になってしまったことは、そう簡単には回復しないように思います。 

そんな中、中小企業の現状はますます厳しいものになり、本当の意味での生き残りをかけたも

のになっています。ある意味では、今こそ将来を見据えて事業をどのように継続させていくのか

の正念場と言えるでしょう。 

いろいろな社長さんから事業承継に関連するお話を伺うと、どの社長さんも自社の問題点もよ

くご理解いただいていて、後継者もほぼ決まっている方が多いようです（だいたい親族の場合が

多い）。ただ、「いつしたらいいのか」が本当に難しいと話されます。ある社長さんは「もう少

し経営状態が良くなったら…」といい、またある方は「もう少し経験を積んでから…」といいま

す。皆さん本当によくお考えになっています。ただ、共通して言えるのは事業を譲る方と譲られ

る方、お互いの話し合いが少し足りないのかなと感じています。 

事業承継は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことです。いい事ばかりでは

ないし、言いたくないこともありますが、そこを話し合ってこそ取り組める問題

だと思っています。 

事業を継続させることは難しいことです。山あり谷あり、社長さん方はいろい

ろな経験をされていて、伺うお話は大変参考になります。今度はぜひ後継者の方

にその経験を引き継いでいただいて、後継者と一緒にこれからの事業について考

え、良きアドバイスをお願いいたします。 

川口 雅子 

 

 

働き方改革の一環として推進されてきたテレワークですが、今回の緊急事態

宣言により、その普及は一気に進みました。 

テレワークが導入された途端に、何をして良いのかわからず困惑する社員が

生まれてしまっているという。タスク管理ができない、上司、部下とのコミュ

ケーション不足、働く姿を見せられないから成果がすべて……テレワークで生

じる問題点を解決!しかも、在宅勤務で次々とアイデアを出し、成果を生み出

していくメソッドを公開! 

福山誠一郎氏は新著『すごいテレワーク』にて、テレワークで成果を高める

方法を伝えている。 

 

阿久津 稔 

   

事業承継について 

すごいテレワーク 

 

著 者：福山 誠一郎 

出版社：PHP 研究所 

定 価：1,400 円＋税 
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日本でも有数の規模と歴史を持ち、徳富蘆花、与謝野晶子、竹久夢二ら、多くの文人に愛さ

れてきた伊香保温泉。情緒あふれる伊香保の象徴、石段を名に持つ公衆浴場「石段の湯」は、

地元の人から親しまれそう呼ばれている。大正ロマン漂う石段街、その一番下に位置していま

す。隣には関所跡があり、また良く整備された広場があります。 

さて、「石段の湯」ですが、露天風

呂はありません。10人が入れるぐらい

の広さの石造りの内風呂のみです。源

泉を直接引いているかけ流しのお湯

は、ライオンの湯口から、かなり多量

に出ており、伊香保独特の茶褐色の濁

り湯となっています。 

温度は 42℃位で、肌に優しい浴感と

なっています。湯冷めしにくく、神経

痛などに効果があると言われていま

す。 

また、デッキからの山並みの景色も良く、自然

を充分感じられるところです。入浴後に落ち着い

たテラスで冷たい飲み物でも如何でしょうか？ 

伊香保温泉は最近若い人の人気が高く「石段の

湯」を利用される時は平日をお薦めします。 

 

 

森 富夫 

 

  

伊香保温泉 

「共同浴場・石段の湯」 

 

 住 所 ：渋川市伊香保町伊香保 36 

Ｔ Ｅ Ｌ ：0279-72-4526 

時 間 ：午前 9：00～午後 9：00 

料 金 ：410 円 

備 品 ：ロッカー有 

定 休 日 ：第 2・第 4 火曜日 

泉 質 ：硫酸塩泉（カルシウム・ナトリウム）、硫酸塩・塩化物温泉 

駐 車 場 ：少し離れた所に町営の有料駐車場があります 
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森・白澤・米澤合同事務所 

税理士法人 森会計事務所 

森 弘毅 公認会計士事務所 

白澤貴夫 社会保険労務士事務所 

米澤智子 司法書士事務所 

群馬県邑楽郡大泉町坂田 4 丁目 20 番 22 号 

TEL 0276-63-6011 FAX 0276-63-6056 

E-mail morikaikei@mva.biglobe.ne.jp 

URL http://www.morikaikei.jp/ 

税務・労務カレンダー 
 

 税務 労務 

８
月 

 

□ 7 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 · 

 ·········································· 8 月 11 日(火)まで 

□ 6 月決算法人の確定申告 ········· 8 月 31 日(月)まで 

□ 12 月決算法人の中間(予定)申告 

 ·········································· 8 月 31 日(月)まで 

 

□ 7 月分の社会保険料の口座振替日 

 ·························  8 月 31 日(月) 

※令和 2 年に限り、労働保険の年度更新

手続き（申告・納付）が 8 月 31 日まで延

長されました 

・来春新卒予定者の採用活動に向けて、説明会などの準備を行いましょう 

・夏季休暇について対外的な挨拶や連絡、休暇中の連絡先の整備を行いましょう 

９
月

 

□ 8 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 ········································· 9 月 10 日(木)まで 

□ 7 月決算法人の確定申告 ···  9 月 30 日(水)まで 

□ 1 月決算法人の中間（予定）申告       

 ······································  9 月 30 日(水)まで 

 

□ 8 月分の社会保険料の口座振替日 

 ··························· 9 月 30 日(水) 

□ 労働保険料第 1 期分の口座振替

日 ·······················  9 月 7 日(月) 

・9/1 は防災の日です。台風などの災害に備えて防災対策を見直しましょう。 

・秋の交通安全運動を機に、改めて安全運転を徹底し、車両の整備状況のチェックを行いましょう。 

・年末に向けて、資金繰り計画のチェックを行いましょう。 

・衣替えの準備を行いましょう。 

１０
月

 

□ 9 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 · 

 ··········································· 10 月 12 日(月)まで 

□ 8 月決算法人の確定申告 ········· 11 月 2 日(月)まで 

□ 2 月決算法人の中間（予定）申告            

 ·········································· 11 月 2 日(月)まで 

□ 9 月分の社会保険料の口座振替日 

 ··························· 11 月 2 日(月) 

□ 現金で延納を申請した場合の労働

保険第 2 期分の納付        

 ····················· 11 月 2 日(月)まで 

 

・健保・厚年の標準報酬の切替えの時期です。報酬月額算定基礎届に基づき 9 月分(10 月支給)より徴

収が開始します。 （11/2 納付期限） 

・税務署は 7 月から新しい事務年度に入り、秋口から税務調査が本格化します。いつ税務調査を受け

ても対応できるように、証拠資料などを整理しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 暑さが厳しくなっている今日この頃、皆様

いかがお過ごしでしょうか。 

 最近では新型コロナウイルス感染予防のた

め、暑くてもマスクをしている人を多く見か

けます。マスクをしていると喉の渇きを感じ

づらく熱中症になるリスクが高くなる様です

ので、こまめに水分補給を心がけたいです

ね。 

大谷 佳夫里 

mailto:morikaikei@mva.biglobe.ne.jp

